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※法＝生産緑地法 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                      法 3条 

                                     追加指定フロー 

                   法 7条 

 

                       助言、指導等 

  

                               法 10条 

 

 

 

  （特別の事情のある場合に限る） 

                          法 11・12条 

         法 8条 

 

 

 法 13条 

 

 

 

 法 14条 

都市計画案の作成（市） 

縦覧等 

都市計画審議会等 

生産緑地地区の都市計画決定（指定） 

申請（指定） 

農地等としての生産緑地の管理 市長等 

主たる従事者の死亡、故障 

生産緑地指定後 30年経過 

買い取る旨の通知 

（１月以内） 

買い取らない旨の通知 

（１月以内） 

価格協議（成立しない場合 

は収用委員会へ裁決申請） 

法律の目的に従った適 

切な管理（公園、緑地 

等公共施設として整備） 

農林漁業希望者への斡旋 

 

営農の継続 

農地等とし

ての生産緑

地の管理 

斡旋が不調の場合、

行為制限解除（買取

申出から３ヶ月後） 

※農地転用が可能 

地 区 要 件   法 3条 
・市街化区域内の一団の農地等の区域 

（市指定基準で個々の農地等の面積がおおむね

100㎡以上かつ当該農地等と最も隣接する農

地等の距離が 800ｍ以内であるものと規定） 

・公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都

市環境の保全等の効用があり、かつ、公共施

設等の敷地の用に供する土地として適してい

る 

・500㎡以上（多摩市は条例及び指定基準で 300

㎡以上と規定） 

・農林漁業の継続が可能な条件を備えている 

市長への買取りの申出 

都市計画変更（削除） 

縦覧等 

都市計画審議会等 

公共施設等の設置 

（公園・緑地・道路など） 

 

 削除フロー 
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